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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則

第３条第２項に規定する者からの猟銃所持許可等の申請への対応について

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令（平成24年内閣府令第

58号）による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則（昭和33年総理府令第16号）

第11条第１項第８号に規定する「猟銃を使用して…被害防止計画に基づく対象鳥獣の

捕獲等に従事している者であることを証明する書類」及び「鳥獣による農林水産業等

に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥

獣被害対策実施隊員等に関する命令第三条の規定により交付を受けた書面（…特定捕

獲等に係るものに限る 」については 「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止。） 、

のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊

員等に関する命令及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令の

施行について （平成24年９月14日付け警察庁丙保発第14号）の第２の２(2)におい」

て、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第９条第７項

に規定する許可証又は同条第８項に規定する従事者証（以下「許可証等」という ）。

（猟銃の所持の許可又は所持の許可の更新の申請日（以下単に「申請日」という ）。

において有効なものに限る ）及び対象鳥獣捕獲等参加証明書をその具体例として示。

しているが、同号の「対象鳥獣の捕獲等に従事している」とは、申請日を含む一定の

期間において連続的又は断続的に対象鳥獣の捕獲等に従事していることを意味するも

のであり、断続的な形で対象鳥獣の捕獲等に従事している者の場合には、申請日にお

いて有効な許可証等を所持していないことがあり得る。

このため、環境省においては、市町村に対し、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関す

る法律第９条第１項の許可を断続的に行う運用を改め、許可の期間を通年とするよう

指導しているところであるが（別添通達参照 、当分の間は、対象鳥獣の捕獲等に従）

事しているにもかかわらず申請日において有効な許可証等を所持しない者が存在する

と考えられることから、このような者からの申請においては、次のいずれかに掲げる

書類の添付を申請日において有効な許可証等の添付に代えることができるものとす

る。

１ 申請日において申請者が猟銃を使用して被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲



等に従事していることを証明する書面（地方公共団体が発行するものに限る ）。

２ 申請日後の日で対象鳥獣捕獲等参加証明書に記載された特定捕獲等の参加日

（申請日前１年以内の日に限る。３において同じ ）から１年以内の日において。

申請者が猟銃を使用して被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事すること

が見込まれることを証明する書面（地方公共団体が発行するものに限る ）。

３ 申請日後の日で対象鳥獣捕獲等参加証明書に記載された特定捕獲等の参加日か

ら１年以内の日から有効期間が開始する許可証等

なお、２又は３に掲げる書類については、申請日にこれを提示できない場合であっ

ても、そのことをもって直ちに許可又は許可の更新を拒否することなく、当該書類の

追加提示による補正を求めた上、申請に対する処分を行う日（猟銃の所持の許可の更

新の申請の場合は、許可の有効期間における最後の開庁日）までに当該書類の提示が

あれば、補正がなされたものとして処理するものとする。










